
（新旧） 
中小企業者による省エネルギー設備等の取得に係る事業税の減免に関する要綱 

 
平成 ２１年３月 ３１日 
２０主税税第 ４４１号 
知 事 決 定 

   改正 平成２２年５月３１日 ２２主税税第１１０号 
                            
（目 的） 
第１ 東京都は、中小企業者が、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平

成１２年東京都条例第２１５号。以下「環境確保条例」という。）第５条の５に定

める地球温暖化の対策の推進の一環として行う省エネルギー設備及び再生可能

エネルギー設備の取得を税制面から支援するため、東京都都税条例（昭和２５年

東京都条例第５６号。以下「都税条例」という。）第３７条第１項及び第３９条の７

第１項の規定に基づき、事業税の減免を行う。 
 
（対 象） 
第２ 事業税の減免は、次の要件のすべてを満たす者について行う。 
（１） 次のいずれかに該当する者（以下「中小企業者」という。）であること。 

ア 地方税法第７２条の２第１項各号に規定する法人のうち、各事業年度終

了の日における資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下のもの又は

資本若しくは出資を有しないもの（保険業法（平成７年法律第１０５号）

に規定する相互会社を除く。） 
イ 事業を行う個人 

（２） （３）に規定する対象設備が設置された事業所等（環境確保条例第５条

の１１第１項第２号イに規定する「事業所等」をいい、環境確保条例第５条

の７第９号に規定する特定地球温暖化対策事業所及び当該事業所に係る事

務所、営業所等を除く。以下同じ。）に係る次のいずれかに該当する書類（４

月以降に新設されたこと等により提出の対象とならない事業所等について

は、別に定める書類）を提出していること。 
   ア 環境確保条例第６条第１項に規定する地球温暖化対策計画書 

イ 環境確保条例第８条の２３第１項に規定する地球温暖化対策報告書 
ウ 環境確保条例第７条第５項に規定する特定テナント等地球温暖化対策

計画書 
（３） 都内における事業所等において、（１）アに掲げる者にあっては当該減免

を行う事業年度（清算中及び解散（合併による解散を除く。）の日を含む事

業年度を除く。）中に、（１）イに掲げる者にあっては当該減免を行う年度

の初日の属する年の前年（年の中途において事業を廃止した年を除く。）中



に次のいずれにも該当する設備（貸付の事業又は住宅の用に供する設備、

取得時に既に事業の用に供されていた設備及び東京都中小規模事業所省エ

ネ促進・クレジット創出プロジェクト実施要綱（平成２２年３月３１日付２１

環都計第６８７号）に基づき助成を受けた設備〔改正前：及び取得時に既に

事業の用に供されていた設備〕を除く。以下「対象設備」という。）を取得

したこと（ただし、事業の用に供した事業年度又は年が異なる場合は、当

該年度又は年を取得した事業年度又は年とみなす。）。 
ア 対象設備の取得時において、都内の中小規模事業所における地球温暖

化対策推進のための導入推奨機器指定要綱（平成２１年３月１０日２０環都

計第５２９号）第２に規定する指定基準を満たす機器として第５に規定す

る指定のあるもの 
イ （１）アに掲げる者については法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２

条第２３号に、（１）イに掲げる者については所得税法（昭和４０年法律第

３３号）第２条第１９号に規定する減価償却資産として償却をすべきもの

（事業の用に供されたことのないものに限り、使用可能期間が１年未満

であるもの又は取得価額が１０万円未満であるものを除く。） 
 
（減免額） 
第３ 中小企業者に対する事業税の減免額は、次に掲げる額の合計額（当該事業年

度（個人の事業税にあっては年度）の事業税額（個人の事業税にあっては都税

条例第３９条の７第２項の規定により同条第１項の規定が適用される額）の２分

の１（以下「減免限度額」という。）を超える場合は、当該減免限度額）とする。 
（１） 上記第２（３）に規定する対象設備の取得に係る取得価額（法人の事業

税にあっては法人税法施行令第５４条の規定により、個人の事業税にあって

は所得税法施行令第１２６条の規定により計算した取得価額をいう。）の総額

（２千万円を超える場合は２千万円とする。）の２分の１に当たる額 
（２） 当該減免事業年度の開始の日前１年以内に終了する事業年度（以下「前

事業年度等」という。）又は当該減免年度の前年度において、減免限度額を

超える額のうち、前事業年度等又は前年度の初日の属する年の前年中に取

得した対象設備に係るもの 

 
（適用期間） 
第４ 事業税の減免は、次に掲げる区分に応じ、それぞれの期間に対象設備を取得

した場合に行う。 
    (１) 上記第２（１）アに規定する者 平成２２年３月３１日から平成２７年３月３０

日までの間に終了する各事業年度 
   (２) 上記第２（１）イに規定する者 平成２２年１月１日から平成２６年１２月３１

日までの間 



 
（減免の手続） 
第５ 減免を受けようとする者は、都税条例第３７条第２項又は第３９条の７第３項の

規定に基づき、知事に申請書を提出するものとする。 
 
（減免の取消し） 
第６ 知事は、減免を受けた者が、この要綱に定める要件に該当しないことが明ら

かとなった場合には、当該減免の全部又は一部を取り消すものとする。 
 
（減免事務の運営） 
第７ 減免事務の運営については、この要綱に定めるところによるほか、別に定め

るところによるものとする。 
 
（実施時期） 
第８ この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 
 
附 則（平成２２年５月３１日２２主税税第１１０号） 

（実施時期） 
第１ この要綱は、平成２２年５月３１日から実施する。 
 


